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　　　　は　じ　め　に

（１）　 「 南海トラフ巨大地震地震説 」 が発表以来、静岡県は、全国に先駆けて、

       静岡県と県民 が一体となって地震防災対策に取り組んでいます。

（２）　富士宮市では、地域の住民で構成する自主防災会組織は、「 共助 」 の要

　　　として位置づけられ、「 みんなの地域は、みんなで守る 」 という、地域住民

　　　の連携に基づき、防災活動を行い、防災訓練を実施し、地域防災力の向上

　　　に貢献します。

（３）　市では、大規模災害が発生した場合には、「 富士宮市災害対策本部 」 を

　　　市役所地下１階に開設し、各地区の自主防災会と連携します。

（４）　このような中、我が国に甚大な被害を与えた平成２３年３月の 「東日本大震災 」

    　の 「 プレート型地震 」、平成　７年の 「 阪神・淡路大震災 」、平成１６年の

　　　「 新潟中越地震 」、平成２８年４月の「熊本県地震 」、平成２９年９月の

       「北海道地震 」、令和６年１月の「能登半島地震」の 「 活断層型 」 では、甚大な

　　　被害を与え、津波からの避難 などの緊急時行動・対応の教訓を残しました。

（５）　この教訓などを踏まえ、平成２５年６月 に 「 静岡県第４次地震被害想定 」 では、

　　　①　「 レベル１ 」

　　　　　東海・東南海・南海トラフでは、「 １００年～１５０年に１回 」 と発生頻度が

　　　　高く、発生すれば大きな被害をもたらす地震・津波です。

　　　② 「 レベル２ 」

　　　　　発生頻度は極めて低いが、発生すれば甚大な大きな被害をもたらす、

　　　　　あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波です。

（６）　大規模な災害が発生したときには、被害の拡大を防ぐためには、県、市町の

　 　　対応の [ 公助 ] だけでは限界があり、難しい場合があります。

（７）　防災活動を組織的に取り組むには、[ 自助、共助、公助 ] により、災害時の

  　　　被害を軽減することができます。

　　　①　「 自助 」

　　　　　　自分の身は、自分で守る。

　　　②　「 共助 」

　　　　　地域や近隣の人がお互いに協力し合い、自分たちで守る。

　　　　　・　「 我が家は大丈夫　! 」 の黄色いハンカチ作戦は、救出・救助の必要が

           　 ない場合に玄関先などに掲げる。

　　　　　・　「 他人の命を守る 」  と言い、助けが必要な人をいち早く救出する。

　　　③　[ 公助 ]  

 　　　　　市・区をはじめ警察・消防機関による救助・援助などです。

             行政による支援には、限界があります。　

自 主 防 災 会 活 動 マ ニ ュ ア ル　



改訂日 H31年　０１月　１５日 ページ

作成日 H28年　０２月　１３日 2

　　　　　　　

（１）　地域、組織は運命共同体！

（２）　遠くの親戚より、近くの隣保共助！

（３）　悲観的に準備して、楽韓的に行動せよ！

（４）　自主防災とは、自守であり、他力本願で大切な人は守れない！

（５）　あっ地震、小さな揺れで防災訓練！

（６）　誰かがやるだろうは、誰もやらない！

（７）　すべての防災は、事前対策にある！

（８）　命を守る防災大掃除、命を捨てるな、モノ捨てろ！

（９）　地震時は、揺れが収まってからでも、火は消せる！

（１０）　災害時、離れた家族と連絡！

　　　　ＮＴＴ の災害伝言ダイヤル 「 １ ７ １ 」 で連絡。
（１１）　地震で持ち出すのは、命だけ！

（１２）　地震時は、守れ頭部と目と頸動脈！

（１３）　地震後は、隣近所に声かけよ！

（１４）　地震は、人を殺さない。家や家具に殺される！

（１５）　人は皆、自分だけは死なないと思っている！

（１６）　いつか来ると思っていたが、

まさか、今日来るとは思わなかった！

自 主 防 災 会 活 動 マ ニ ュ ア ル　
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　　　　１．　自主防災会の目的

　自主防災会は、大規模災害時に、区民の自助・共助の精神に基づく自主的な

　防災活動を行うことにより、地震、その他の災害による被害の防止、及び軽減を

　図ることを目的とする。

　　　　２．　自主防災会の必要性

　東海地震を含む、南海トラフの巨大地震（地震・津波災害）などから、「自分や

　家族の命を守る」ためには、さまざまな被害の発生に備え、普段から十分な対策

　を講じておかなくてはなりません。しかし、ひとたび、大地震が発生すると災害の

　拡大を防ぐためには、危険や困難を伴う場合があるなど、個人や家族の力だけ

　では限界があります。このような時、毎日顔を合わせている隣近所の人達が

　集まってお互いに協力し合いながら、防災活動に取り組むことが必要です。

　災害発生時はもちろん、日頃から地域の皆さんが一緒になって防災活動に

　取り組むための組織、これが、「 自主防災組織 」 です。

　　　　３．　自主防災会の役割

　自主防災会は、大規模な災害が発生した際、区域住民が的確に行動し、被害を

　止めるため、「 平常時 」 は地域内の安全点検や住民への防災知識の普及・啓発、

　防災訓練の実施など地震被害などに備えを行います。

　実際に地震などの発生した 「 災害時 」 には、初期消火、被災者の救出・救助、

　情報収集や避難所の運営といった非常に重要な役割を担っています。

　　地域内の安全点検 　　地域の危険性や家庭内での

　　安全点検、及び地域の特性に

　　平常時 　　防災知識の普及・啓発 　　あった各種の防災訓練を通して、

　　日頃から大規模な災害に備える

　　防　災　訓　練 　　ための活動です。

　　初　期　消　火

　　救　出　・　救　助 　　大規模な災害が発生した時に、

　　人命の保護、及び災害の拡大を

　　災害時 　　情 報 の 収 集・伝 達 　　防ぎ、早期に平常時の生活を

　　取り戻すために必要な活動です。

　　避　難　誘　導

　　　　

　　避難所の管理・運営

自 主 防 災 会 活 動 マ ニ ュ ア ル　
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　　　　４．　淀橋区自主防災会の組織

（１）　淀橋区自主防災会は、会長を筆頭に、・顧問・相談役、及び副会長・防災委員、

　　　及び各班長、班員などで構成し、自主防災会の体制づくりを確立する。

（２）　平常時、災害時にかかわらず自主防災会として、機能することです。

　　　いざ災害時には、淀橋区の 「 災害対策本部 」 として災害対応の指揮を行い、

　　　臨機応変に弾力的な運用や指揮命令ができるようにする。

　　 　　会　長　　１　名

　　   相談役 顧　問 　　防災部長・渉外部長・

　　　　１　名 １　名   部長　６名 　　記録部長・副記録部長・

  副部長　１名 　　施設部長・会計部長・

　　監査部長

  部長　１名 総 務 班

  部長　１名 第一消火班

第二消火班

　　副会長

　　　１　名

  部長　１名 救 出・

救 護 班

  部長　１名 情 報 班

  部長　１名 避 難

誘 導 班

  部長　１名 給 食 班

合計　　１７　名 給 水 班

　　　  消　火　部　　　　　

　　　 総  務  部　　　　　　

　　         本 部 役 員　　　　 　

　　　給食給水部

自 主 防 災 会 活 動 マ ニ ュ ア ル　
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　　　　５．　淀橋区自主防災会役員の役割

（１）　淀橋区自主防災会役員は、自らが防災に関する基本的な知識や技術を身に

　　　　つけるとともに、地域の安全点検、区民に対する防災知識の普及、防災資機材の

　　　　整備、危険が予想される箇所や自力で避難することが困難な 「 避難行動要支援者 」 

　　　　の把握、防災訓練の指導などを行い、日頃から区民の防災を高めることに努めます。

（２）　自主防災会の役員は、市内における最大震度が 「 震度５強 」 以上の地震を

　　　　観測した時以下の事象が発生した時は、各地域で予め定めた 「 １次避難所 」 に

　　　参集してください。 　　

（３）　「 南海トラフ地震注意情報 」 が発表された時。

　　　　　[ １ ]　本部役員の役割

自主防災会の本部役員は、自らが防災に関する基本的な知識や技術を身につける。

  ※　活動班の役割の詳細は、[  淀橋区自主防災会 活動班 の役割  ]　

        　役　　職         災 害 時 の 役 割         平 常 時 の 役 割

　　　　会　長  　全般の統括・指揮 　・　 防災知識の昂揚

　・ 　防災組織の充実

　　　　顧　問　  　本部の指揮 　・ 　自主防災会指導・助言

　　　　相　談　役

　　　　副　会　長  　会長の補佐 　・ 　防災知識の昂揚、充実

　・ 　防災用資機材の整備

　　　　防 災 部 長   ・ 　副会長とともに会長を補佐 　・ 区民に対する啓発活動

  ・　各班の活動を統括  　　や防災活動に携わる

  ・　渉外事項の処理 　・　地域の安全点検

　       渉 外 部 長   ・　救援物資の受給配分 　・ 　訓練の届け出

　・　災害保険の取り扱い

　      記 録 部 長  　記録に関わる一切に把握 　・　訓練資料の作成・記録の編集

　      記 録 副 部 長 　避難所・救護所の人員把握 　・　防災倉庫の管理

　      施 設 部 長  　防災資機材の調達 　・　防災資機材の整備・管理

　・　危険が予想される箇のチェック

　      会 計 部 長  　資金・物資の調達  ・　自主防災会の会計処理

　      監 査 部 長  　会計委員を支援協力  　自主防災会の会計監査

自 主 防 災 会 活 動 マ ニ ュ ア ル　
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　　　　　[ ２ ]　活動班の役割　ー　１
  ※　活動班の役割の詳細は、[  淀橋区自主防災会 活動班 の役割  ]　

　　　　活　動　班 　　　　　災　害　時　の　役　割 　　　　平　常　時　の　役　割

　・　災害対策本部の設営・管理。 　・　活動班の役割分担を決める。

　・　災害対策本部要員の把握・充足。 　・　防災規約、計画の整備。

　災害対策本部 　・　各班に対する災害対応活動の 　・　防災基礎知識の普及や啓発。

　　　動員と指示・要請。 　・　本部施設の計画設定。

　総　務　班 　・　災害対応活動に係る情報、及び 　・　テント使用区分の設定。

　　　記録の作成。 　・　防災訓練の実施と不備の改善。

　・　市災害対策本部との連携。 　　（総合訓練・個別訓練）

　・　市町、及び指定避難所の 　・　防災資機材の管理・保管。

　　　管理者と調整。 　・　各種団体の名簿の備え付け。

　・　各種団体に協力要請。 　・　各種台帳の管理・整備。

　・　警備事項の指示。 　・　区民名簿の整備。

　・　他の班に属さない事項の処理。 　・　緊急時連絡先の管理・整備。

　・　総務班は事務局として活動。 　・　人材台帳の管理・整備。

　・　災害ボランティアなどと調整。 　・　黄色いハンカチ作戦の推進。

　・　消防水利の確保。 　・　可搬式ポンプの機能点検・整備。

　・　消防活動の実施。 　・　可搬式ポンプの操作法の習熟。

　・　初期消火活動。 　・　消防水利図の作成、備え付け。

　消　火　班 　・　出火防止、火災の警戒。 　　　（消火栓・防水貯水槽）

　・　消防機関への協力。 　・　区内消火器の配置図の作成。

　・　警戒区域の設定。 　・　防災器具倉庫の点検・管理。

　・　災害現場の実態把握。 　・　消火用備品一覧表作成。

　・　災害現場付近の交通整理。 　・　小型発電機の点検整備。

　・　交通安全淀橋分会へ協力要請 　・　消火器の使い方、消火訓練

　・　地域内の情報の収集・伝達。 　・　情報の収集・伝達訓練。

　・　市、災害対策本部との連絡。 　・　地域地図の備え付け。

　・　区内の被害状況の報告。 　・　区民名簿の備え付け。

　情　報　班 　　　（死傷者・建物・道路など） 　・　防災マップの作成。

　・　区内の被災後の巡回。 　・　巡回広報。

　・　住民の安否確認 　・　区内の災害危険箇所の

　・　黄色いハンカチ作戦の把握。 　　　把握・巡回点検。

　・　デマ防止対策、出所の確認。 　・　防災無線の訓練。

　・　二次災害軽減のための広報。

自 主 防 災 会 活 動 マ ニ ュ ア ル　
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　　　　　[ ２ ]　活動班の役割　ー　２
  ※　活動班の役割の詳細は、[  淀橋区自主防災会 活動班 の役割  ]　

　　　　　　　災害時の役割 　平常時の役割

　・　避難の呼び掛け。

　・　避難者数の確認。 　・　集合場所・避難路の安全点検。

　避 難 誘 導 班 　・　避難者が多い場合は、北高校か 　・　標識点検。

　　　第４中校に避難する。 　・　避難訓練の実施。

　・　避難者が少ない場合は、区民館 　・　一次避難地の安全点検

　　　に避難するか本部と調整。 　・　広域避難所の安全点検

　・　避難行動要支援者の避難支援。

　　区民の広域避難所への避難誘導

　・　人身被害の把握・報告。 　・　負傷者搬送車両の契約。

　・　負傷者の救出、応急処置。 　・　救急救命法 （ ＡＥＤ ） 習熟。

　救出班 　・　負傷者搬送車両の確保。 　・　救急用資機材の整備。

　・　病院との連絡、傷病者収容。 　・　救出用資機材の調達と整備。

　・　救急用品の補充。 　・　救出・救助訓練の実施。

　・　伝染病防止対策。

　救　出・ 　・　区内の巡回点検。

　救護班

　・　負傷者の救出・救護活動。 　・　救護所の設営計画の作成。

　・　防災機関への協力。 　・　人材台帳の作成。

　救護班 　・　救護所の設営・管理。 　　（看護師、及び看護師経験者）

　・　負傷者の氏名・程度。 　・　区内医院と収容協定。

　・　重傷者の搬送、ビニールシ搬送順位の決定。　・　応急手当や衛生知識の普及。

　・　収容先などの記録。 　・　避難行動要支援者の把握・対応。

　・　救急用品の整備。 　・　仮設トイレの対策。

　・　避難行動要支援者の避難支援。

　・　救急用品の整備。

　・　食料・飲料水の運搬車両の確保。 　・　人材台帳名簿の作成。

　・　給食設備の設営。 　（ 調理士、及び調理士経験者 ）

　給 水・給 食 班 　・　炊き出し量、献立などの決定。 　・　備蓄食料の整備・管理。

　・　食料・飲料水の受給配分。 　・　食料・飲料水の補給計画の作成

　・　炊き出し、物資配分の協力。 　・　炊き出し用品、燃料の

　　　備蓄・整備・管理。

自 主 防 災 会 活 動 マ ニ ュ ア ル　
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　　　６．　地震発生時の避難方法についての

※　各家庭

　・　自身や家族の安全確認と安心の確保。

　・　火元など周囲の安全確認。

　・　ブレーカーをおとして避難すること。

　・　無事な人は、黄色いハンカチを掲げる。

　　　震度 ５強 以上 　　（ 震度 ５強 以上 で掲げましょう ）

・食器、本などが多く落ちる。 ※　隣近所

・補強されていないブロック塀 　・　みんな無事か？。

　が崩れる。 　・　近くに火事はないか？。

　・　黄色いハンカチを確認する。

  　　隣近所での ・　建物・家具の下敷きになった人の救出。

　救出・救護・消火活動 ・　出火の有無、消火活動。

　　（ 班長・隣近所 ）。 ・　隣近所の安否確認をする。

・　負傷者の救護、医療救護所への搬送。

      避　難　行　動 ・　自宅に被害がない場合は、自宅待機する。

  町内会で決めた ・　町内会で決めた一次避難地に避難する。

一次避難地に避難する ・　自宅に被害がない場合は、帰宅する。

    （ 町内会長 ・ 班長 ） ・　避難行動要支援者への支援。

・　隣保班の安否確認。

・　避難行動要支援者の安否確認。

　　　避　難　誘　導 ・　避難者が多い場合は、北高等学校か

　自主防災会で決めた 　　第４中学校の避難地に避難する。

　広域避難所に避難する ・　避難者が少ない場合は、区民館

   （ 避難誘導班 ・ 　　に避難するか本部と調整する。

     町内会長 ・ 班長 ） ・　避難行動要支援者の支援・避難誘導。

・　避難行動要支援者の避難支援方法。

[ 自　主　防　災　会 ]

自 主 防 災 会 活 動 マ ニ ュ ア ル　

地 震 発 生
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[ 広　域　避　難　所　 ]

富士宮北高等学校　・　富士宮第４中学校

・　施設敷地内 （ 例校庭 ） で区別・班別

  広　域　避　難　所 　　にまとまって待機する。

 　施　設　の　点　検 ・　広域避難所の開設の受入準備。

・　施設の安全点検。

・　避難所開設チェックリストによる点検。

・　避難行動要支援者の避難所の

      開設の受入準備。

・　広域避難所の開錠。

 　広　域　避　難　所 ・　避難者の受付け （ 避難者名簿 ）。

  施　設　の　開　設 ・　避難行動要支援者の名簿の受付け。

　   （ 避難行動要支援者登録台帳 ）

　　　　　　　　　　　　　　淀橋区一次避難地と広域避難所

富士宮北高等学校

　　　１ ・ ３ ・ ４ ・ ６　町内 淀川中公園

忠　正　寺２　町内

８　町内

　    自　主　防　災　会

５ ・ ７町内 　富士宮第４中学校正門

広  域  避  難  所  　一　次　避　難　地

ポテト東側駐車場

自 主 防 災 会 活 動 マ ニ ュ ア ル　

富士宮第４中学校




